
神奈川不整脈研究会会則 

 

総 則 

第１条   本会は、神奈川不整脈研究会（Kanagawa Heart Rhythm Society, KHRS） 

と称す。 

第２条   本会は、事務局を代表幹事の所属先に置く。 

 

 

目的及び事業 

第３条   本会は神奈川地域の循環器病学、不整脈学を専門とする医療関係者が、知識や 

技術の教育の享受、最新の研究発表などを行うことから、不整脈領域の専門性 

の発展をはかることを目的とする。 

第４条   本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１．年２回の学術集会の開催。 

２．学術集会の記録集の刊行。 

３．その他の事業。 

 

会 員 

第５条   本会の会員は次の通りとする。 

１．正会員   ２．企業会員   ３．賛助会員（展示企業） 

第６条   正会員とは神奈川県在住または神奈川県内の医療施設、研究施設に籍をおく、 

医療従事者、医療関連職従事者で、本会の主旨に賛同した個人を言う。 

第７条     賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で、正会員の推薦に基づき 

幹事会の承認を経て、所定の会費、参加費を納めたものを言う。 

第８条     会員は学術集会記録集の配布をうけ、学術集会に研究成果を発表できる。 

第９条     本会に入会しようとするものは本会事務局に申し込むものとする。 

第１０条   会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。 

１．退会の希望を本会事務局に申し出たとき。 

２．死亡または失踪宣告のとき。 

３．本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為が 

あったと幹事会が決定したとき。 

役 員 

第１１条   本会に次の役員を置く 

１．名誉会員、２．特別会員、３．代表幹事、 ４．副代表幹事、 

５．常任幹事若干名、６．幹事若干名、７．監事２名、８．研究会会長 

第１２条   本会の役員は次の規定により選出する。 



１. 名誉会員：本研究会の代表幹事を歴任した幹事で、幹事会の承認を得た会員 

２．特別会員：本研究会の研究会会長を歴任した幹事で、幹事会の承認を得 

た会員 

３．代表幹事、副代表幹事：常任幹事の中から互選で選任 

４．常任幹事、幹事：代表幹事の推薦により幹事会の議を経て選任 

５．監事：幹事の互選により選任 

６．研究会会長：代表幹事の提案により幹事会で選任 

第１３条   本会の役員は次の職務を行う。 

１．代表幹事は本会を代表し会務を統括する。 

２．代表幹事に支障のあるときは副代表幹事がその職務を代行する。 

３．常任幹事、幹事は会則に従い重要事項を審議決定し、会務を遂行する。 

４．会計監査は会務を監査する。 

５．研究会会長は常任幹事のなかから常任幹事・幹事会で選ぶ。 

第１４条   本会の役員の任期は次のとおりとする。 

１．代表幹事、副代表幹事、常任幹事、幹事、会計監査の任期は３年 

とする。以上の役員は再任を妨げない。 

２．研究会会長の任期は前研究会終了から担当研究会終了までとする。 

３．本研究会の名誉会員、特別会員を除いた役員は、理由を申し出ずに連続 

４回欠席の場合は原則として退任となる。 

 

会 議 

第１５条   本会の会議は次のとおりとする。 

１．幹事会      ２．総会 

第１６条  幹事会は名誉会員、特別会員、代表幹事、副代表幹事、常任幹事、幹事、監事、 

研究会会長で構成し、学術集会開催当日の研究会開催前に会議を行う。代表幹事 

が議長を行う。そのほかにも、代表幹事は必要と認めた場合この会を招集するこ 

とができる。 

第１７条  議決は常任幹事・幹事会で行い、出席者の半数を越える賛同がなければ 

ならない。 

第１８条  研究会会長は、担当研究会の概要を幹事会で報告する。 

第１９条  代表幹事は研究会会長とともに幹事会で決定した事項を総会で報告する。 
 

会 計 

第１８条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあたる。 

第１９条 本会の会費は細則の定めるところによる。 

第２０条 本会の監事による会計監査は、年１回とし、次回の研究会、幹事会で監査報告 

を行う 



第２１条   会計、事務執務は事務局に一任する。 

 

会則の改訂 

第２２条   本会の会則は幹事会の承認を経て改訂する事ができる。 

 

補 則 

第２３条   本会の会則施行の必要な細則は幹事会の議を経て別に定める。 

 

細 則 

第１条     本会会費 

学術集会時に以下の規定で会費を納入する。 

正会員 (医師)               ２,０００円／回 

準会員 (メディカルスタッフ)  ５００円／回 

企業会員                  ３０,０００円／回 

賛助会員（展示企業）      ７０,０００円／回（参加費３０,０００円／回） 

<付則> 

＊ 本会則は研究会名改正により平成 20 年 2 月 8 日より施行する。 

 ＊ 平成 20 年 2 月 8 日より施行の会則を幹事会の承認により平成２１年９月１２日 

より一部改正し上記とする。 

＊平成 25 年 3 月 2 日より施行の会則を幹事会の承認により令和 6 年 2 月 17 日 

より一部改正し上記とする。 

 


